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（
特
許
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

特
許
法（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
五
条
の
四
第
一
項
中
「
第
二
条
第
四
項
」を「
第

二
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
二
百
条
の
二
第
一
項
中
「
三
年
」
を
「
五
年
」に
、

「
又
は
三
百
万
円
」
を「
若
し
く
は
五
百
万
円
」に
、「
処

す
る
」
を
「
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
」に
改
め
、

同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
罪
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
同
項
の
罪

を
犯
し
た
者
に
も
適
用
す
る
。

第
二
百
一
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
百
九
十
六
条
」

の
下
に
「
又
は
前
条
第
一
項
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号

中
「
、
第
百
九
十
八
条
又
は
前
条
第
一
項
」
を
「
又
は

第
百
九
十
八
条
」
に
改
め
る
。

（
実
用
新
案
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

実
用
新
案
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
条
の
二
第
一
項
中
「
三
年
」
を
「
五
年
」に
、

「
又
は
三
百
万
円
」
を「
若
し
く
は
五
百
万
円
」に
、「
処

す
る
」
を
「
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
」に
改
め
、

同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
罪
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
同
項
の
罪

を
犯
し
た
者
に
も
適
用
す
る
。

第
六
十
一
条
第
一
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、

同
項
第
一
号
中
「
又
は
前
条
第
一
項
」
を
削
り
、
同
号

を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一

号
を
加
え
る
。

一

前
条
第
一
項

一
億
五
千
万
円
以
下
の
罰
金
刑

（
意
匠
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

意
匠
法（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
三
条
第
一
項
第
四
号
中
「
第
二
条
第
四
項
」

を
「
第
二
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
三
年
」
を
「
五
年
」

に
、「
又
は
三
百
万
円
」
を
「
若
し
く
は
五
百
万
円
」に
、

「
処
す
る
」
を
「
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
」
に

改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
罪
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
同
項
の
罪

を
犯
し
た
者
に
も
適
用
す
る
。

第
七
十
四
条
第
一
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、

同
項
第
一
号
中
「
又
は
前
条
第
一
項
」
を
削
り
、
同
号

を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一

号
を
加
え
る
。

一

前
条
第
一
項

一
億
五
千
万
円
以
下
の
罰
金
刑

（
商
標
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

商
標
法（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
二
条
第
四
項
」

を
「
第
二
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
三
年
」
を
「
五
年
」

に
、「
又
は
三
百
万
円
」
を
「
若
し
く
は
五
百
万
円
」に
、

「
処
す
る
」
を
「
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
」
に

改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
罪
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
同
項
の
罪

を
犯
し
た
者
に
も
適
用
す
る
。

第
八
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
七
十
八
条
」
の

下
に
「
又
は
前
条
第
一
項
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中

「
、
第
八
十
条
又
は
前
条
第
一
項
」
を
「
又
は
第
八
十

条
」
に
改
め
る
。

（
著
作
権
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条

著
作
権
法（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
十
四
条
の
六
第
一
項
中
「
第
二
条
第
四
項
」
を

「
第
二
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
二
条
の
二
中
「
三
年
」
を「
五
年
」に
、「
又

は
三
百
万
円
」
を
「
若
し
く
は
五
百
万
円
」
に
、「
処
す

る
」
を
「
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
」
に
改
め
、

同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
罪
は
、
国
外
に
お
い
て
同
項
の
罪
を
犯
し

た
者
に
も
適
用
す
る
。

第
百
二
十
三
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一

項
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
を
除
く
。）」
の

下
に
「
又
は
第
百
二
十
二
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
、

同
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
二
号
と

す
る
。

（
弁
理
士
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

弁
理
士
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

特
許
、
実
用
新
案
、
意
匠
、
商
標
、
回
路
配
置

若
し
く
は
特
定
不
正
競
争
に
関
す
る
事
件
又
は
著

作
物
（
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十

八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
著
作

物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
関
す
る
権
利
に
関
す

る
事
件
の
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
（
裁
判
外
紛
争

解
決
手
続
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
六
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
一
条
に
規
定
す

る
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
事
件
の

裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
業
務
を
公
正
か
つ
適
確

に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
団
体
と
し

て
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
が
行
う
も
の

に
つ
い
て
の
代
理

第
四
条
第
三
項
中「（
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法

律
第
四
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

著
作
物
を
い
う
。）」
を
削
る
。

第
八
条
第
三
号
中
「
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら

第
六
号
ま
で
若
し
く
は
第
七
号
（
同
法
第
十
一
条
第
一

項
に
係
る
部
分
を
除
く
。）」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項

第
一
号
か
ら
第
九
号
ま
で
若
し
く
は
第
十
一
号
（
同
法

第
十
八
条
第
一
項
に
係
る
部
分
を
除
く
。）若
し
く
は
第

二
項
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
条
、
第
十
三
条
及
び

第
十
四
条
の
規
定
は
、
犯
罪
の
国
際
化
及
び
組
織
化
並

び
に
情
報
処
理
の
高
度
化
に
対
処
す
る
た
め
の
刑
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

号
）
の
施
行
の
日
又
は
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
い

ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
不
正
競
争
防

止
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の

施
行
後
に
し
た
同
号
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
適
用

し
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
第
一
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
不
正
競
争
防
止
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号

に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
三
条

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制

等
に
関
す
る
法
律（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
。

以
下
「
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
」
と
い
う
。）第
九
条
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定

は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
財
産
上
の
不
正
な
利
益
を

得
る
目
的
で
犯
し
た
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

不
正
競
争
防
止
法
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六

号
の
二
ま
で
若
し
く
は
第
七
号
（
同
法
第
十
一
条
第
一

項
に
係
る
部
分
を
除
く
。）、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
特
許
法
第
二
百
条
の
二
第
一
項
、
第
三
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
実
用
新
案
法
第
六
十
条
の
二
第
一

項
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
意
匠
法
第
七
十

三
条
の
二
第
一
項
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

商
標
法
第
八
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
六
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
著
作
権
法
第
百
二
十
二
条
の
二
又
は
附

則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
許
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
二
十
六
号
）
附

則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
実
用
新
案
法
（
附
則
第
六
条
に
お
い
て
「
平
成
五

年
旧
実
用
新
案
法
」
と
い
う
。）第
六
十
条
の
二
第
一
項

に
掲
げ
る
罪
の
犯
罪
行
為
（
日
本
国
外
で
し
た
行
為
で

あ
っ
て
、
当
該
行
為
が
日
本
国
内
に
お
い
て
行
わ
れ
た

と
し
た
な
ら
ば
こ
れ
ら
の
罪
に
当
た
り
、
か
つ
、
当
該

行
為
地
の
法
令
に
よ
り
罪
に
当
た
る
も
の
を
含
む
。）に

よ
り
生
じ
、
若
し
く
は
当
該
犯
罪
行
為
に
よ
り
得
た
財

産
又
は
当
該
犯
罪
行
為
の
報
酬
と
し
て
得
た
財
産
に
関

し
て
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
し
て
も
、

適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、こ
れ
ら
の
財
産
は
、

組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
の
犯
罪
収

益
と
み
な
す
。

第
四
条

犯
罪
の
国
際
化
及
び
組
織
化
並
び
に
情
報
処
理

の
高
度
化
に
対
処
す
る
た
め
の
刑
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
が
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
後
で

あ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
犯
罪

の
国
際
化
及
び
組
織
化
並
び
に
情
報
処
理
の
高
度
化
に

対
処
す
る
た
め
の
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
の
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第

二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

号
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条

第
一
項
」
と
、「
第
十
四
条
第
一
項
第
七
号
」
と
あ
る
の

は
「
第
二
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
」
と
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
五
条

前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の

施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
平
成
五
年
旧
実
用
新
案
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条

平
成
五
年
旧
実
用
新
案
法
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
六
十
条
の
二
第
一
項
中
「
三
年
」
を
「
五
年
」に
、

「
又
は
三
百
万
円
」
を「
若
し
く
は
五
百
万
円
」に
、「
処

す
る
」
を
「
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
」に
改
め
、

同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
罪
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
同
項
の
罪

を
犯
し
た
者
に
も
適
用
す
る
。

第
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、

同
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、同
項
第
一
号
中「
又

は
前
条
第
一
項
」
を
削
り
、同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、

同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

前
条
第
一
項

一
億
五
千
万
円
以
下
の
罰
金
刑
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